
       北  監 第  38 号  

令和 5 年 11 月 16 日 

 

 

北方町長 様 

   

 

                                             北方町代表監査委員  横 山  治    

 

 

 

随時監査の実施について（通知） 

 

 

  地方自治法第 199 条第５項の規定に基づく随時監査を、別紙「実施計画 

 

書」のとおり実施しますので通知します。



別 紙 

実 施 計 画 書 

 

種  別 

 地方自治法第 199 条第５項の規定に基づく随時監査 

 

担当監査委員氏名 

 横 山   治 ・ 石 井 伸 弘 

 

対象事項及び範囲 

 ・収入・支出に関する事務全般について 

  

実施日 

 令和 6 年 1 月 10 日（水） 

 

実施場所 

 北方町役場  委員会室 

 

基本方針・着眼点 

 ・調定はその根拠となる法令等に適合しているか。 

・調定額の算定は適正か。また、計算に誤りはないか。 

 ・支出負担行為は法令等に違反しないか。 

 ・不経済な支出及びその他不適当と認められる支出はないか。 

 ・その他経費を節減できるものはないか。 

 ・その他関連事務全般について 

  

提出資料 

収入・支出伝票等関係書類 

 

出席依頼者氏名 

 担当課長、担当者 

  

 

 



北 監 第 2 号  

         令和 6 年 1 月 17 日 

 

 

  北方町長 様   

 

 

 

                      北方町代表監査委員  横 山  治  

 

 

 

随時監査の結果について（報告） 

 

 

   みだしのことについて、地方自治法第 199 条第５項の規定に基づく随時

監査を執行したので、同法第 199 条第９項の規定により別紙のとおりその

結果を報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

結 果 報 告 書 

 

種  別 

 法第 199 条第５項による随時監査 

 

担当監査委員氏名 

 横 山  治 ・ 石 井 伸 弘 

 

対象事項及び範囲 

  収入・支出に関する事務全般について 

 

実施日 

 令和 6 年 1 月 10 日（水） 

 

実施場所 

 北方町役場  委員会室 

 

監査の結果 

  対象事項について、監査目的に基づき会計室より提出された書類の確認

及び担当課を聴取するなどして監査した結果、確認できた収入・支出事務

については概ね適正に執行されていると認められた。監査の最中に確認し

た会計年度任用職員の時間賃金単価について、一般事務職の賃金に比して

保育士、看護師等の専門職員の賃金はもっと高くても良いように思われる。

昨今、専門職員の確保に担当課が苦労しているとの報告もあり、人材確保

の観点から近隣市町の状況等も鑑みて検討しても良いと思われる。 


